
土地利用基本計画の変更について

平成30年3月29日

三重県



別紙様式
変更内容説明書

１ 五地域区分の変更概要

(1) 総括表

注１：県土面積は、平成28年10月1日現在の国土地理院公表の県土面積である。

注２：五地域区分の面積は、土地利用基本計画上で計測したものである。
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変更後の計画面積

差引面積(ha）
（④：②-③）

五地域区分

都市地域(a）

面積(ha）
(⑤：①＋④）

割合（％）
(⑥：⑤／県土面積）

203,024 35.2%

現行計画の面積 変更する面積

割合（％）
（①／県土面積）

拡大面積(ha）
(②）

縮小面積(ha）
（③）

面積(ha）
（①）

35.2%203,024

200,258

370,761

208,748

農業地域(b）

森林地域(ｃ）

自然公園地域(d)

五地域計
（ｆ：a+b+c+d+e）

983,250

4,268

577,441

459

白地地域

県土面積

自然保全地域(e)



変更地域名 関係
(図面番号) 市町村名 拡大面積 縮小面積

(ha) (ha)
名称 面積 名称 面積 地目 面積

1
紀北
森林地域

紀北町 2 2
その
他

2

尾鷲熊野道路及び近畿
自動車道紀勢線建設時
の土捨て場造成により現
況が森林でなくなり、森林
としての利用・保全を図る
必要がなくなったため。

尾鷲熊野地
域森林計画
樹立
（H29.12）

平成23年1月18日
伐採及び伐採後の造
林届

２
御浜
森林地域

御浜町 6 農 6 農用 6 農地 6

土地改良法に基づく圃場
整備により、現況が森林
でなくなり、森林としての
利用・保全を図る必要が
なくなったため。

尾鷲熊野地
域森林計画
樹立
（H29.12）

昭和61年11月26日
土地改良法による換地
処分（登記簿で確認）

３
熊野
森林地域

熊野市 30 農 29 農用 19 1
農地
建物

25
5

現況が農地及び建物（丸山
千枚田及びその付近の集
落）であるにもかかわらず、
錯誤により森林地域として設
定されていたことが判明した
ため。

尾鷲熊野地
域森林計画
樹立
（H29.12）

調整を要しない案件

0 38合 計

(２) 変更地域別概要
整
理
番
号

変更する面積 変更する部分の重複面積(ha) 変更部分の
地目状況

変更を必要とする理由(地
域設定に伴う土地利用に
関する基本的事項)

関連する個
別規制法の
措置（予定)

個別規制法の調整状
況

他地域との
重複

細区分の指
定状況

白地地域
の増減 (ha)


















